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そ
の
他

今
回
入
札
後
の
残
存
物
件
は
、
随
意
契
約
（
最
低

価
格
有
り
）
と
し
、
申
込
み
先
着
順
で
売
却
し
ま
す
。

※
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は

総
務
部
総
務
課
管
財
係
　

53
―
１
１
１
１

七
尾
市
環
境
基
本
条
例
を
策
定
し
て
い
ま
す

〜
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
〜

「
（
仮
称
）
七
尾
市
環
境
基
本
条
例
」
は
、
快
適

な
環
境
を
維
持
し
、
将
来
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め

の
基
本
的
な
考
え
方
（
基
本
理
念
・
方
針
）
や
、
市

民
・
事
業
者
・
市
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
、
行

動
し
、
協
力
し
て
い
く
か
を
明
ら
か
に
す
る
条
例
で
す
。

市
で
は
、「（
仮
称
）
七
尾
市
環
境
基
本
条
例
」
原

案
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
の
条
例
原
案
に
対
す
る
市

民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

条
例
原
案
を
閲
覧
で
き
る
場
所

・
市
役
所
１
階
の
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
及
び
環
境
課

・
各
支
所
　
総
務
課

☆
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

募
集
期
間

12
月
20
日
（
火
）
〜
１
月
10
日
（
火
）

●
意
見
の
提
出
方
法

住
所
、
氏
名
、
意
見
を
記
入
し
、
郵
送
、
フ
ァ
ッ

ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
環
境
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。（
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
）。

●
そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
内
容
を
検
討
し
、
条
例
案

の
策
定
に
あ
た
っ
て
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ま
た
、
提
出
さ
れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
回
答

は
行
な
い
ま
せ
ん
の
で
、
御
了
承
下
さ
い
。

※
提
出
及
び
お
問
い
合
わ
せ
は

環
境
課

53
―
８
４
２
１
＆

53
―
１
０
５
２

Ｅ
メ
ー
ル
　k

a
n
k
y
o
u
@
city
.n
a
n
a
o
.lg
.jp

年
末
窓
口
業
務
の
お
知
ら
せ

七
尾
市
役
所
本
庁
で
は
、
次
の
と
お
り
年
末
窓
口

業
務
を
行
い
ま
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
　
　
時

12
月
29
日
（
木
）
・
30
日
（
金
）

８：

30
〜
12：

30

☆
１
月
１
日
〜
３
日
ま
で
は
お
休
み
で
す
。

開
設
窓
口
お
よ
び
業
務
　
※
各
支
所
で
は
行
い
ま
せ
ん
。

市
民
課

各
種
証
明
書
発
行

53
―
８
４
１
７

税
務
課

税
証
明
書
発
行

53
―
８
４
１
４

納
税
課

税
金
収
納
事
務

53
―
８
４
１
３

保
険
課

国
保
・
老
人
保
健
医
療
費
申
請
受
付

53
―
８
４
２
０

福
祉
課

障
害
者
手
帳
・
医
療
費
申
請
受
付

53
―
８
４
１
８

子
育
て
支
援
課

児
童
手
当
・
医
療
費
申
請
受
付

53
―
８
４
１
９

高
齢
者
支
援
課

介
護
保
険
料
収
納
事
務

53
―
８
４
５
１

料
金
業
務
課

開
・
閉
栓
届
、
上
下
水
道
料
収
納
事
務

53
―
８
４
３
１

確
定
申
告
　
自
分
で
書
い
て
　
お
早
め
に
！

金
沢
国
税
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
『
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
』
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（h
ttp
：
//w
w
w
.k
a
n
a
za
w
a
.n
ta
.g
o
.jp

）

所
得
税
及
び
消
費
税
の
確
定
申
告
書
、
青
色
申
告

決
算
書
及
び
収
支
内
訳
書
、
医
療
費
控
除
明
細
書
が

作
成
で
き
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

七
尾
税
務
署
　

52
―
３
３
８
１

平
成
18
年
度

償
却
資
産
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
で
あ
る
償
却
資
産
（
事

業
用
の
機
械
、
構
築
物
、
備
品
、
工
具
な
ど
）
を
七

尾
市
内
に
所
有
し
て
い
る
法
人
ま
た
は
、
個
人
の
方

は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
状
況
を
申
告
す
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。該
当
す
る
方
は
、

期
限
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
発
送
予
定

12
月
中
旬

申
告
期
間

申
告
書
到
着
日
か
ら
１
月
23
日
（
月
）

※
お
問
い
合
わ
せ
は

総
務
部
税
務
課
償
却
資
産
係
　

53
―
８
４
１
５

交
通
死
亡
事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
！

県
内
で
は
、
昨
年
と
比
べ
て
交
通
死
亡
事
故
が
増

加
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
年
末
年
始
に
か
け
て
、

気
が
ゆ
る
み
が
ち
に
な
り
ま
す
。
交
通
ル
ー
ル
を
守

り
、
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

【
交
通
事
故
の
特
徴
】

・
暗
い
時
間
帯
（
16
時
〜
20
時
）
に
発
生

・
道
路
横
断
中
に
発
生

・
交
差
点
及
び
そ
の
付
近
で
発
生

・
高
齢
者
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
が
多
い

【
交
通
事
故
原
因
】

ち
ょ
っ
と
し
た
油
断
や
不
注
意
が
原
因
で
す
。

・
車
を
運
転
す
る
と
き
は

緊
張
感
を
持
ち
、
し
っ
か
り
前
を
見
る
。

・
歩
行
や
自
転
車
に
乗
る
と
き
は

明
る
い
服
装
、
反
射
材
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

以
上
の
こ
と
に
気
を
つ
け
て
、
交
通
事
故
の
な
い

明
る
い
社
会
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

※

七
尾
警
察
署
交
通
課
　

53
―
４
１
４
１
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